
8広報すおう大島 平成 27 年 ( 2015 年 )7 月号

国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
の

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
減
額
認
定
証
）」

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
の

減
額
認
定
証
の
有
効
期
限
は
平
成
27
年
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
27
年
８
月
以
降
も
認
定
が
可

能
な
方
に
は
、
７
月
中
旬
に
「
申
請

の
お
知
ら
せ
」
と
「
申
請
書
」
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
必
要
な

方
は
、
８
月
31
日
㈪
ま
で
に
更
新
の

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。（
認

定
証
は
申
請
を
行
っ
た
月
の
初
日
か

ら
有
効
と
な
り
ま
す
の
で
、
９
月
１

日
以
降
に
申
請
を
さ
れ
ま
す
と
、
認

定
さ
れ
な
い
月
が
生
じ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。）

　

な
お
、
現
在
「
区
分
オ
」
ま
た

は
「
区
分
Ⅱ
」
の
認
定
証
を
お
持

ち
の
方
で
、
そ
の
認
定
証
の
有
効

期
間
内
の
入
院
日
数
の
合
計
が
91

日
以
上
の
場
合
は
、
申
請
日
か
ら

食
事
代
が
更
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

・
現
在
、「
区
分
オ
」
ま
た
は
「
区

分
Ⅱ
」
の
減
額
認
定
証
を
お
持
ち

の
方
で
、
そ
の
認
定
期
間
内
の
入

院
日
数
の
合
計
が
91
日
以
上
の
場

合
、
入
院
日
数
が
確
認
で
き
る
書

更新手続きは 
８月 31 日までです

国
民
健
康
保
険
の
減
額
認
定
証
を

お
持
ち
の
方

後
期
高
齢
者
医
療
の
減
額
認
定
証

を
お
持
ち
の
方

　

現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

で
、
平
成
27
年
８
月
以
降
の
認
定

区
分
が
「
区
分
Ⅰ
」、「
区
分
Ⅱ
」

に
該
当
す
る
方
は
７
月
下
旬
に
新

し
い
認
定
証
を
送
付
し
ま
す
。（
自

動
更
新
の
た
め
手
続
き
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
）

　

な
お
、
現
在
「
区
分
Ⅱ
」
の
認

定
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
そ
の
認

定
証
の
有
効
期
間
内
の
入
院
日
数

の
合
計
が
91
日
以
上
の
場
合
は
、

申
請
す
る
こ
と
で
食
事
代
が
更
に

減
額
さ
れ
ま
す
。

　

申
請
の
際
は
病
院
の
領
収
書
な

ど
、
入
院
日
数
の
分
か
る
書
類
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■
申
請
場
所
　
　
　

健
康
増
進
課　

医
療
保
険
班
、
各

総
合
支
所
ま
た
は
各
出
張
所

■
必
要
な
も
の
　
　

・
保
険
証　

・
現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
平
成
26

年
度
の
減
額
認
定
証

類
（
病
院
の
領
収
書
な
ど
）

※
同
一
世
帯
内
に
住
民
税
の
申
告

が
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
場
合
（
未
申
告
の
状

態
）、　

本
来
の
負
担
区
分
判
定
が

で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
際
は
、
各
総
合
支
所
ま
た
は
各

出
張
所
の
窓
口
で
、
ま
ず
申
告
を

し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

健
康
増
進
課　

医
療
保
険
班

☎
０
８
２
０
（
７
３
）
５
５
０
２

葬
祭
費
の
支
給
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
の
被
保
険
者
が
お
亡
く

な
り
に
な
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
葬
祭

を
行
な
わ
れ
た
方
に
対
し
て
、
申
請

に
よ
り
保
険
者
（
町
ま
た
は
山
口
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
）
か
ら

５
万
円
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
ら
れ
る
方
で
申
請
を
行

わ
れ
て
い
な
い
方
は
役
場
健
康
増
進

課
医
療
保
険
班
、
各
総
合
支
所
ま
た

は
各
出
張
所
で
申
請
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
葬
祭
を
行
な
わ
れ
た
翌
日

か
ら
２
年
を
経
過
し
ま
す
と
時
効
に

よ
り
支
給
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
葬
祭
を
行
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

書
類　
（
会
葬
礼
状
や
葬
祭
費
用
の

領
収
書
な
ど
）

・
印
鑑

・
申
請
人
の
通
帳

■
問
い
合
わ
せ

　

健
康
増
進
課　

医
療
保
険
班

☎
０
８
２
０
（
７
３
）
５
５
０
２

■ 

応
募
資
格

　

柳
井
地
区
広
域
消
防
組
合
管
内
（
柳

井
市
、
平
生
町
、
上
関
町
、
周
防
大
島

町
）
に
居
住
す
る
65
才
以
上
の
方
。

■ 

課
題
（
防
火
標
語
）

○
住
宅
防
火
（
特
に
住
宅
用
火
災
警
報

器
）
に
関
す
る
も
の
。

○
放
火
火
災
防
止
に
関
す
る
も
の
。

○
火
災
が
起
こ
っ
た
際
、
火
が
つ
き
に

く
く
、
燃
え
広
が
ら
な
い
防
炎
エ
プ
ロ

ン
の
普
及
に
関
す
る
も
の
。

○
そ
の
他
火
災
予
防
に
関
す
る
標
語

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
山
火
事
予
防

に
関
す
る
も
の
は
除
く
。

■
応
募
方
法

　

官
製
は
が
き
に
作
品
（
防
火
標
語
）、

郵
便
番
号
、住
所
、氏
名
（
ふ
り
が
な
）、

年
令
、
性
別
、
電
話
番
号
を
明
記
の
う

え
、
下
記
消
防
本
部
予
防
課
ま
で
郵
送

す
る
か
、
最
寄
り
の
消
防
署
、
出
張
所

へ
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
送
付
先
・
問
い
合
わ
せ

〒
７
４
２
‐
０
０
３
１ 

柳
井
市
南
町
五
丁
目
４
番
１
号

　

柳
井
地
区
広
域
消
防
本
部
予
防
課

指
導
係

☎
０
８
２
０
（
２
３
）
７
７
７
４

■ 

応
募
期
間

　
７
月
21
日
㈫
～
10
月
30
日
㈮

　
　
　
　
　
　
　
（
当
日
消
印
有
効
）

■ 

そ
の
他

ア
作
品
は
自
作
で
未
発
表
の
も
の
と

し
ま
す
。

イ
一
人
二
点
ま
で
と
し
ま
す
。

ウ
金
賞
に
選
ば
れ
た
標
語
は
山
口
県

で
行
わ
れ
る
２
次
審
査
に
提
出
し
ま

す
。 高

齢
者
の
方
の
防
火
標
語

を
募
集
し
ま
す


